
「倉敷市火災予防条例等の改正（案）」の 

パブリックコメント集約結果 

 

「倉敷市火災予防条例等の改正（案）」について，「倉敷市パブリックコメント手続要綱（

平成２１年１２月８日告示第６８３号）」に基づき市民の皆様から広く意見を募集しましたが，

その結果は次のとおりです。 

記 

１ 意見等の件数 

 ０人 ０件 

２ 意見を募集した案件 

意見募集時の公開資料については，次ページ以降をご覧ください。 

３ 今後の予定 

倉敷市火災予防条例等の改正後，公布及び施行します。 

４ 参考 

意見募集期間 平成２８年１０月３日（月）～１０月３１日（月） 

 

 

 

 

 

（担当課） 

倉敷市消防局予防課  



倉敷市火災予防条例等改正の概要 

１ 趣旨 

現在、消防法令に違反している防火対象物へ消防機関が命令を行った場合、違反対象物への

命令内容の公示が消防法により義務付けられていますが、公示に至るまでの間、建物の危険性

に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。 

 そこで、重大な消防法令違反のある防火対象物の違反内容等を公表し、利用者自らが建物の

危険性に関する情報を入手して利用を判断できるように、本条例の一部改正が必要となったも

のです。 

 

２ 改正に至る背景と目的 

平成２４年５月に広島県福山市で発生したホテル火災等、重大な消防法令違反のある防火対

象物で火災が発生した場合、人命に多大な損害が出るおそれがあります。このような違反対象

物に対して消防機関が命令を行った場合、市の公報や建物に命令内容が公示されることになり

ますが、それに至るまでに相当の期間を要するため、その間、建物の危険性に関する情報が建

物利用者等に提供されないことになります。 

 このことから、平成２５年１２月１９日付け消防予第４８４号「違反対象物に係る公表制度

の実施について」が消防庁から通知され、重大な消防法令違反のある建物について、利用者等

に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高め

て火災被害の軽減を図るとともに、建物関係者による防火安全体制の確立を図ることを目的と

して、条例等の改正を行います。 

 

３ 改正内容 

今回の倉敷市火災予防条例の一部を改正する条例（案）等の改正事項 

(１) 公表の対象となる防火対象物 

 消防法施行令別表第一で定める防火対象物のうち、不特定多数の人が利用する対象物 

や火災が発生した場合に避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれがある防 

火対象物（消防法施行令別表第一に掲げる１項から４項、５項イ、６項、９項イ、１６ 

項イ、１６の２項、１６の３項）で重大な消防法令違反があるものが対象です。 

(２) 公表の対象となる重大な消防法令違反 



(１)の対象物で、消防法第１７条第１項の政令で定める技術上の基準及び同条第２項 

の規定に基づき火災予防条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋 

内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の全て又はいずれかが設置義務 

があるにもかかわらず、これらの設備を構成する機器等が一切設置されていないものが 

公表の対象です。 

(３) 公表までの流れ 

消防機関が立入検査の結果を通知した日から１４日を経過した日において、なお、当 

該立入検査の結果と同じ違反の内容が認められる場合に公表します。 

なお、消防局長は公表の７日前までに公表する旨を建物関係者に通知します。 

(４) 公表方法及び公表内容 

公表は倉敷市消防局のホームページに掲載し、違反が認められた対象物の名称、所在 

地、違反の内容について公表します。 

なお、違反が改善されたことを消防機関が確認した場合は、ホームページから該当内 

容を削除します。 

 



  

議案第  号 

倉敷市火災予防条例の改正について 

 倉敷市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

   平成 年 月 日提出 

                      倉敷市長 伊 東 香 織         

 

   倉敷市火災予防条例の一部を改正する条例 

 倉敷市火災予防条例（昭和４８年倉敷市条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

 第４０条第４項中「以下「規則」という。」を削る。 

 第４２条第２項中「規則第１２条」を「消防法施行規則第１２条」に改める。 

 第４７条第３項中「規則第３１条」を「消防法施行規則第３１条」に改める。 

 第４８条第２項中「規則第３１条の２」を「消防法施行規則第３１条の２」に改める。 

 第６２条の４の次に次の１条を加える。 

 （防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表） 

第６２条の５ 消防局長は，防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するた

め，当該防火対象物の消防用設備等の状況が，法，令若しくはこれに基づく命令又はこの条

例の規定に違反する場合は，その旨を公表することができる。 

２ 消防局長は，前項の規定による公表をしようとするときは，当該防火対象物の関係者にそ

の旨を通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は，規

則で定める。 

   附 則 

 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

  



  

倉敷市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成 年 月 日 

倉敷市長 伊 東 香 織         

 

倉敷市規則第 号 

倉敷市火災予防規則の一部を改正する規則 

倉敷市火災予防規則（昭和５５年倉敷市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

第２０条の次に次の２条を加える。 

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容） 

第２０条の２ 条例第６２条の５第３項の規定による公表の対象となる防火対象物は，令別表

第１（１）項から（４）項まで，（５）項イ，（６）項，（９）項イ，（１６）項イ，（１

６の２）項及び（１６の３）項に掲げる防火対象物で，法第１７条第１項の政令で定める技

術上の基準又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設

備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち，法第

４条第１項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認めら

れたものとする。 

２ 条例第６２条の５第３項の規定による公表の対象となる違反の内容は，前項の防火対象物

に屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととす

る。 

（公表の手続） 

第２０条の３ 条例第６２条の５第１項の規定による公表は，前条第１項の立入検査の結果を

通知した日から１４日を経過した日において，なお，当該立入検査の結果と同一の違反の内

容が認められる場合に，当該違反が是正されたことを確認できるまでの間，倉敷市消防局ホ

ームページへの掲載により行う。 

２ 前項に規定する方法により公表する事項は，次に掲げるものとする。 

(１) 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地 

(２) 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか，消防局長が必要と認める事項 

附 則 



  

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
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倉敷市火災予防条例（昭和48年倉敷市条例第68号）新旧対照表 

新 旧 

（消火器に関する基準） （消火器に関する基準） 

第40条 令別表第１(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メート

ル以上のものには，消火器を設けなければならない。 

第40条 令別表第１(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が150平方メート

ル以上のものには，消火器を設けなければならない。 

２ 令別表第１各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち，次の各号に掲げ

る場所には，消火器を設けなければならない。ただし，前項及び令第10条第

１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については，この限

りでない。 

２ 令別表第１各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち，次の各号に掲げ

る場所には，消火器を設けなければならない。ただし，前項及び令第10条第

１項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については，この限

りでない。 

(1) 火花を生ずる設備のある場所 (1) 火花を生ずる設備のある場所 

(2) 変電設備，発電設備その他これらに類する電気設備のある場所 (2) 変電設備，発電設備その他これらに類する電気設備のある場所  

(3) 鍛冶
か じ

場，ボイラー室，乾燥室その他多量の火気を使用する場所 (3) 鍛冶
か じ

場，ボイラー室，乾燥室その他多量の火気を使用する場所 

(4) サウナ設備のある場所 (4) サウナ設備のある場所 

(5) 溶接又は溶断の作業をする場所 (5) 溶接又は溶断の作業をする場所 

(6) 動植物油，鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸す

る設備又は器具のある場所 

(6) 動植物油，鉱物油その他これらに類する危険物又は指定可燃物を煮沸す

る設備又は器具のある場所 

(7) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し，又は取り扱う場所 (7) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し，又は取り扱う場所  

３ 前２項の規定により設ける消火器は，令別表第２においてその消火に適応

するものとされる消火器を，当該防火対象物又は当該場所の各部分から一つ

の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければなら

ない。 

３ 前２項の規定により設ける消火器は，令別表第２においてその消火に適応

するものとされる消火器を，当該防火対象物又は当該場所の各部分から一つ

の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければなら

ない。 

４ 第１項及び第２項の規定により設ける消火器は，令第10条第２項並びに消

防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。          ）第９条及

び第11条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。この場合

４ 第１項及び第２項の規定により設ける消火器は，令第10条第２項並びに消

防法施行規則（昭和36年自治省令第６号。以下「規則」という。）第９条及

び第11条の規定の例により設置し，及び維持しなければならない。この場合
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において，第１項の規定により設ける消火器の能力単位の数値は，当該防火

対象物の床面積を150平方メートルで除して得た数以上としなければならな

い。 

において，第１項の規定により設ける消火器の能力単位の数値は，当該防火

対象物の床面積を150平方メートルで除して得た数以上としなければならな

い。 

（屋内消火栓設備に関する基準） （屋内消火栓設備に関する基準） 

第42条 次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には，屋内消火栓設備を設

けなければならない。 

第42条 次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には，屋内消火栓設備を設

けなければならない。 

(1) 令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で，延べ面積が主要構造部を耐火

構造とし，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし

た防火対象物にあつては3,000平方メートル以上，主要構造部を耐火構造

としたその他の防火対象物又は建築基準法第２条第９号の３イ若しくは

ロのいずれかに該当し，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを

難燃材料でした防火対象物にあつては2,000平方メートル以上，その他の

防火対象物にあつては1,000平方メートル以上のもの 

(1) 令別表第１(16)項に掲げる防火対象物で，延べ面積が主要構造部を耐火

構造とし，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし

た防火対象物にあつては3,000平方メートル以上，主要構造部を耐火構造

としたその他の防火対象物又は建築基準法第２条第９号の３イ若しくは

ロのいずれかに該当し，かつ，壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを

難燃材料でした防火対象物にあつては2,000平方メートル以上，その他の

防火対象物にあつては1,000平方メートル以上のもの 

(2) 削除 (2) 削除 

２ 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は，令第11条第３項及び第４項並

びに消防法施行規則第12条の規定の例により設置し，及び維持しなければな

らない。 

２ 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は，令第11条第３項及び第４項並

びに     規則第12条の規定の例により設置し，及び維持しなければな

らない。 

（連結送水管に関する基準） （連結送水管に関する基準） 

第47条 令別表第１(1)項から(4)項まで，(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物

の無窓階（１階及び２階を除く。）で，床面積が1,000平方メートル以上の

もの又は令別表第１に掲げる建築物の屋上で回転翼航空機の発着場の用途

に供するものには，連結送水管を設けなければならない。 

第47条 令別表第１(1)項から(4)項まで，(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物

の無窓階（１階及び２階を除く。）で，床面積が1,000平方メートル以上の

もの又は令別表第１に掲げる建築物の屋上で回転翼航空機の発着場の用途

に供するものには，連結送水管を設けなければならない。 

２ 連結送水管の放水口は，前項に掲げる階のその各部分から水平距離が50メ

ートル以下となるように設けなければならない。 

２ 連結送水管の放水口は，前項に掲げる階のその各部分から水平距離が50メ

ートル以下となるように設けなければならない。 

３ 第１項の規定により設ける連結送水管は，令第29条第２項第２号及び第３

号並びに消防法施行規則第31条の規定の例により設置し，及び維持しなけれ

３ 第１項の規定により設ける連結送水管は，令第29条第２項第２号及び第３

号並びに     規則第31条の規定の例により設置し，及び維持しなけれ
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ばならない。 ばならない。 

４ 第１項及び令第29条第１項各号（第３号を除く。）の規定により設ける連

結送水管には，その屋上に１以上の放水口を設けなければならない。 

４ 第１項及び令第29条第１項各号（第３号を除く。）の規定により設ける連

結送水管には，その屋上に１以上の放水口を設けなければならない。  

５ 第１項及び令第29条第１項第１号及び第２号に規定する防火対象物又は

その部分に設ける連結送水管の放水口の上部には，赤色の灯火を設けるこ

と。ただし，屋内消火栓箱内に放水口を設けた場合は，この限りでない。  

５ 第１項及び令第29条第１項第１号及び第２号に規定する防火対象物又は

その部分に設ける連結送水管の放水口の上部には，赤色の灯火を設けるこ

と。ただし，屋内消火栓箱内に放水口を設けた場合は，この限りでない。 

（非常コンセント設備に関する基準） （非常コンセント設備に関する基準） 

第48条 令別表第１(1)項から(4)項まで，(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物

の地階の部分で，床面積が1,000平方メートル以上のものには，非常コンセ

ント設備を設けなければならない。 

第48条 令別表第１(1)項から(4)項まで，(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物

の地階の部分で，床面積が1,000平方メートル以上のものには，非常コンセ

ント設備を設けなければならない。 

２ 前項の規定により設ける非常コンセント設備は，令第29条の２第２項並び

に消防法施行規則第31条の２の規定の例により設置し，及び維持しなければ

ならない。 

２ 前項の規定により設ける非常コンセント設備は，令第29条の２第２項並び

に     規則第31条の２の規定の例により設置し，及び維持しなければ

ならない。 

（防火対象物の消防用設備等の違反状況の公表）                        

第６２条の５ 消防局長は，防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の

判断に資するため，当該防火対象物の消防用設備等の状況が，法，令若しく

はこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は，その旨を公表す

ることができる。 

２ 消防局長は，前項の規定による公表をしようとするときは，当該防火対象

物の関係者にその旨通知するものとする。 

３ 第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに

公表の手続は，規則で定める。 
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倉敷市火災予防規則（昭和５５年倉敷市規則第３６号）新旧対照表 

改正後 現行 

（公表の対象となる防火対象物及び違反の内容）                        

第２０条の２ 条例第６２条の５第３項の規定による公表の対象とな

る防火対象物は，令別表第１（１）項から（４）項まで，（５）項イ，

（６）項，（９）項イ，（１６）項イ，（１６の２）項及び（１６の

３）項に掲げる防火対象物で，法第１７条第１項の政令で定める技術

上の基準又は同条第２項の規定に基づく条例で定める技術上の基準

に従って屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は自動火災報知設備

を設置しなければならないもののうち，法第４条第１項に規定する立

入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認めら

れたものとする。 

２ 条例第６２条の５第３項の規定による公表の対象となる違反の内

容は，前項の防火対象物に屋内消火栓設備，スプリンクラー設備又は

自動火災報知設備が設置されていないこととする。 

（公表の手続） 

第２０条の３ 条例第６２条の５第１項の規定による公表は，前条第１

項の立入検査の結果を通知した日から１４日を経過した日において，

なお，当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に，

当該違反が是正されたことを確認できるまでの間，倉敷市消防局ホー

ムページへの掲載により行う。 
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２ 前項に規定する方法により公表する事項は，次に掲げるものとす

る。 

(１) 前条第２項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び

所在地 

(２) 前条第２項に規定する違反の内容（当該違反が認められた防火

対象物の部分を含む。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか，消防局長が必要と認める事項 

                                 

   

                                 

     

                                 

           

                               

  

 


